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１ 大 気 

(1) 概要 

大気汚染とは、生産活動や自動車、廃棄物の焼却などから大気中に排出される汚染物質により、

人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす状態をいいます。 

本市及びその周辺地域では、1955年頃から大規模工場の誘致が進み、化石燃料を大量に使用し

たことから、大気汚染の現象が見られるようになりました。1968年に大気汚染防止法が制定され、

工場・事業場等の排出ガスに対して規制が行われたため、排出ガス処理装置の設置やボイラー等に

用いる燃料の低硫黄化が促進しました。また、自動車排出ガスに対しても規制が行われたため、窒

素酸化物や一酸化炭素の排出量が少ない低燃費・低排出ガスの自動車が普及し、さらにハイブリッ

ド自動車・電気自動車といった環境への負荷が少ない自動車の技術革新もあり、大気汚染の改善が

進みました。本市では、これまで大気汚染対策として、発生源への指導、工場への立入検査を行う

と共に、大気常時測定・監視を行っており、現在ではおおむね環境基準を達成しています。 

しかし、光化学オキシダントについては、2023年度に環境基準を超えた時間が225時間あり、

国・静岡県内でも環境基準の達成率は低い状態が続いています。これまで、国内の光化学オキシダ

ント発生の対策として、主に前駆物質である窒素酸化物、及び非メタン炭化水素を含む揮発性有機

化合物の削減のために、工場・事業場等や自動車の排出ガス抑制のほか、給油時の燃料蒸発ガスの

抑制などにも取り組んできましたが、より効果的な対策の検討が必要とされています。 

非メタン炭化水素については、環境基準は設定されていませんが、光化学オキシダントの発生防

止対策としての指針値があり、2023年度は、指針値を超えた日数が1日ありました。 

本市では、三島市立徳倉幼稚園と中郷文化プラザの２箇所と、県所有の測定局２箇所で大気常時

測定及び監視を行っていましたが、測定装置の老朽化、過去の測定結果から長年環境基準を大きく

下回り、大気汚染の原因と考えられる要因もなく、国・県で測定箇所数の指定もないことから総合

的に判断し、2023年度末に中郷文化プラザに１箇所の測定局を統合しました。 

 

環環境境基基準準 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準と

して環境基準が定められています。 

大大気気汚汚染染のの  

環環境境基基準準評評価価  

  

【【短短期期的的評評価価】】  

【【長長期期的的評評価価】】  

【【9988%%値値評評価価】】 

大気の環境基準は基本的に 1 日平均値(または 1 時間値)について設定され

ているので、濃度の測定をした場合、1 日平均値(または 1 時間値)と環境基準

の値を比較して評価します。この評価方法を｢短期的評価｣といいます。 

しかし、環境基準の値を 1 回(1 日または 1 時間)だけ超えたとしても健康

上の影響が直ちに現れるわけではないことから、長期にわたって測定を行った

場合には、1 日平均値(または 1 時間値)に代わり、その期間のおおよその濃度

を表す演算値(1 日平均値との相関が高い 98％値（2％除外値)を用いて評価

を行います。この評価方法を｢長期的評価｣・「98％値評価」といい、二酸化

硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子状物質の 5 物質

に設定されています。 
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大大気気測測定定状状況況（（年年平平均均値値））  

徳倉幼稚園 

三三島島自自排排局局  

中中郷郷文文化化ププララザザ  

二酸化硫黄  0.002 ppm 

浮遊粒子状物質  0.010 mg/m3 

二酸化窒素  0.004 ppm 

 

 

 

 

浮遊粒子状物質  0.019 mg/m3 

二酸化窒素  0.004 ppm 

光化学オキシダント  0.031 ppm 

 

 

  

二酸化硫黄  － 

浮遊粒子状物質  － 

二酸化窒素  － 

 

環環境境基基準準等等未未達達

成成  

環環境境基基準準等等達達成成  

一酸化炭素  0.2 ppm  

浮遊粒子状物質  0.011 mg/m3 

二酸化窒素  0.009 ppm 

微小粒子状物質  8.5 μg/m3 

非メタン炭化水素 
（環境省指針値のみ）  0.08 ppmC 

 

 

 

 

 
 

徳徳倉倉幼幼稚稚園園  

※ 中郷文化プラザについて、測定装
置の老朽化により年間測定時間

が 6,000時間未満であったため、
環境基準達成の評価及び年平均
値の算出不能 
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大気-環境基準、環境省指針値適合状況（2023年度） 

 

調査項目 主な発生原因 市役所 
徳 倉 

幼稚園 

中郷文化

プラザ 

三 島 

自排局 

二酸化硫黄 石油など化石燃料の燃焼     

一酸化炭素 物の不完全燃焼     

浮遊粒子状物質 
物の燃焼・破砕、風 

による土砂の舞い上がり     

二酸化窒素 物の燃焼     

光化学オキシダント 
窒素酸化物と炭化水素 

などが紫外線を受け生成     

微小粒子状物質 車の排気ガス・物の燃焼     

非メタン炭化水素 

（環境省指針値のみ） 
物の燃焼     

※ 三島自排局：静岡県の自動車排気ガス測定局（南田町広場）   は未測定箇所 

     ※ 中郷文化プラザについて、測定装置の老朽化により年間測定時間が 6,000 時間未満であったため、 

環境基準達成の評価不能 

 

 

                                                       

 

 

環境基準等未達成 環境基準等達成 
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 (2) 測定結果 

二二酸酸化化硫硫黄黄（（ＳＳＯＯ２２）） 

二酸化硫黄は、石炭、石油など硫黄を含む化石燃料を燃焼させたときに発生し、工場のばい

煙、自動車の排出ガスなどに含まれています。濃度が高くなった場合、鼻やのどなど呼吸器の

粘膜を刺激し、気管支炎などを起こしたり、動植物に被害を及ぼしたりします。また、酸性雨

の原因物質でもあります。 

硫黄酸化物による汚染は、経済の高度成長に伴う重油等の燃料消費量の急激な増加により拡

大しましたが、規制基準のたび重なる強化、また工場などでの低硫黄分の燃料使用、排煙脱硫

装置等の防止対策により、大気汚染の状況は著しく改善されました。 

今後とも環境基準の維持を図るため、防止対策を継続していくことが必要です。 

  環環境境基基準準  

  【【短短期期的的評評価価】】 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm

以下であること 

  【【長長期期的的評評価価】】 

年間の測定値の高い方から 2%の範囲内にあるものを除外した 1 日平均が

0.04ppm を超えず、かつ、年間を通じて 1 日平均値が 0.04ppm を越える

日が 2 日以上連続しないこと 

 

 

①環境基準の長期的評価 

市内の１地点（徳倉幼稚園）で二酸化硫黄を測定した結果、1日平均値の２％除外値は

0.003ppmであり、環境基準の長期的評価（1日平均値の２％除外値が0.04ppmを超えず、か

つ、年間を通じた1日平均値が0.04 ppmを超えた日が２日以上連続しない）を達成していま

した。 

（中郷文化プラザは年間測定時間が6,000時間未満であったため、評価不能） 

 

②年平均値の経年変化 

年平均値は徳倉幼稚園では、0.002ppmでした。 

経年変化を見ると、若干の減少傾向を示しています。 

（中郷文化プラザは測定時間が短かったため、年平均値算出不能） 
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二酸化硫黄(年平均値)の推移

徳倉幼稚園 中郷文化プラザ

環境基準 0.04 ppm 
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一一酸酸化化炭炭素素（（ＣＣＯＯ）） 

一酸化炭素は、物の不完全燃焼によって発生し、主に自動車の排出ガスに含まれています。 

一酸化炭素は無色･無臭の気体で、血液中のヘモグロビンと結合しやすい性質があります。 

ヘモグロビンは酸素を運ぶ役割を持つため、一酸化炭素を吸い込むと、酸素不足を引き起こ

す原因となります。濃度が高くなった場合、頭痛、めまい等の症状があります。 

  環環境境基基準準  

  【【短短期期的的評評価価】】 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平

均値が 20ppm 以下であること 

  【【長長期期的的評評価価】】 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm を超えた日が 2 日以上連続せず、かつ、

1 日平均値の 2％除外値が 10ppm 以下であること 

 

 

①環境基準の長期的評価 

市内の１地点（三島自排局）で一酸化炭素を測定した結果、1時間値の1日平均値の最高値は

0.4ppm、1日平均値の2%除外値は0.3ppmであり、環境基準の長期的評価（1時間値の1日平

均値が10ppmを超えた日が2日以上連続せず、かつ、1日平均値の2%除外値が10ppm以下）

を達成していました。 

 

②年平均値の経年変化 

年平均値は三島自排局で0.2ppmでした。 

経年変化を見ると、ほぼ横ばいの傾向を示しています。 
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浮浮遊遊粒粒子子状状物物質質（（ＳＳＰＰＭＭ）） 

浮遊粒子状物質とは、空気中に含まれる細かい固体の物質（チリやホコリなど）のうち、特

に直径が10μm（ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ：1mmの1000分の1）以下のもののことです。工場や自動車の燃

料の燃焼や、物の破砕によって発生しますが、風に巻き上げられた土･砂･海の塩など自然要因

による場合もあります。 

10μm以下のものは地上に落下せずに長く空中を浮遊するため、人が吸引しやすく、また吸

引した場合に気道や肺胞に達するなどして、呼吸器系への影響が大きいと考えられています。 

  環環境境基基準準  

  【【短短期期的的評評価価】】 

1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が

0.20mg/m3 以下であること 

  

  【【長長期期的的評評価価】】 

1 日平均値の高い方から 2％の範囲内にあるものを除した値が、0.10mg/m3

以下に維持されること。ただし、1 日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日が 2

日以上連続しないこと 

 

 

①環境基準 

市内の3地点で浮遊粒子状物質を測定した結果、１日平均値の2%除外値の最高値が0.035 

mg/m3（三島市役所）であり、3地点すべてで環境基準の長期的評価（1日平均値の2%除外値

が0.10mg/m3以下、かつ、1日平均値が0.10mg/ m3を超えた日が2日以上連続しない）を達

成していました。 

（中郷文化プラザは年間測定時間が6,000時間未満であったため、評価不能） 

 

②年平均値の経年変化 

年平均値は三島市役所0.019mg/m3、徳倉幼稚園0.010mg/m3、三島自排局0.011 mg/m3

でした。 

経年変化を見ると、ほぼ横ばいの傾向を示していますが、近年の中郷文化プラザでの結果は、

若干の増加傾向を示しています。 

   （中郷文化プラザは測定時間が短かったため、年平均値算出不能） 
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環境基準 0.10 mg/m3 

−13−



 

- 14 - 

二二酸酸化化窒窒素素（（ＮＮＯＯ２２）） 

物質を燃焼させたときに、物質に含まれる窒素や、空気中の窒素が酸化して、一酸化窒素と、

二酸化窒素が生成されます。これらは総称して窒素酸化物（NOx）と呼ばれています。主な発

生源として工場や自動車が挙げられますが、スト－ブ、給湯器など人間の身のまわりにも数多

くあり、その防止対策は難しいものがあります。 

一酸化窒素よりも二酸化窒素の方が毒性が強いため、環境基準は二酸化窒素に設定されてい

ます。二酸化窒素は、水に溶けると硝酸という強い酸性物質となり、物を溶かす性質を持ちま

す。そのため二酸化窒素を吸い込んだ場合、体内の水分に溶けて気管支や肺胞にダメージを与

え、気管支炎や喘息などの原因になったりします。また雨に溶け、酸性雨の原因にもなります。

さらに炭化水素とともにオキシダントの要因物質の一つであるため、今後、より一層の防止対

策が望まれます。 

  環環境境基基準準 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内または、

それ以下であること 

  【【長長期期的的評評価価】】 
年間にわたる 1 日平均値のうち、低い方から 98％に相当する値が、

0.06ppm 以下に維持されること 

 

 

①環境基準の長期的評価 

市内の3地点で二酸化窒素を測定した結果、1時間値の１日平均値の98％値の最高値が

0.016ppm（三島自排局）であり、3地点すべてで環境基準の長期的評価（1日平均値のうち、

低い方から98％に相当する値が、0.06ppm以下に維持）を達成していました。 

（中郷文化プラザは、測定装置の老朽化により、未測定） 

 

②年平均値の経年変化 

年平均値は三島市役所0.005ppm、徳倉幼稚園0.004ppm、三島自排局0.009ppmでした。 

経年変化を見ると、ほぼ横ばいの傾向を示しています。 
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環境基準 0.06 ppm 
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光光化化学学オオキキシシダダンントト（（ＯＯＸＸ）） 

光化学オキシダントは、工場や自動車の排出ガス中に含まれる窒素酸化物（ＮＯx）や炭化

水素などが太陽光線（紫外線）を受けて化学反応を起こすことにより、二次的に生成される酸

化性物質（オゾンなど）の総称です。光化学オキシダントによって起こる光化学スモッグは、

夏季の陽射しが強くて、風が弱く、むし暑い日に高濃度となりやすく、目がチカチカしたり頭

痛やめまいを引き起こしたりと人体への影響のほか、植物を枯らしたり、ゴムの劣化現象をも

引き起します。 

また、光化学オキシダント濃度が0.12ppmを継続して超過すると判断される場合、光化学

オキシダント注意報（光化学スモッグ注意報）が発令されます。 

  環環境境基基準準  1 時間値が 0.06ppm 以下であること 

【【短短期期的的評評価価】】  
1 時間値が 0.06ppm 以下であること（昼間の１時間値のみを評価対象） 

※「昼間」とは、季節によらず、5 時から 20 時までの時間帯 

 

 

発発令令  

区区分分  
発発令令基基準準  発発令令時時のの措措置置  

22002233 年年度度

発発令令回回数数  

注意報 

光化学オキシダント濃 度が1時間値で0.12 

ppm以上になり、かつ、気象条件等から見て

その状態が続き、被害が発生すると予想される

とき 

･学校や市民への屋外活動

自粛呼びかけ 

･工場の燃料削減20％要請 

0 

警報 

光化学オキシダント濃度が1時間値で0.24 

ppm以上になり、かつ、気象条件等から見て

その状態が続くと予想されるとき 

･工場の燃料削減40％勧告 ０ 

重大緊急 

警報 

光化学オキシダント濃度が1時間値で0.40 

ppm以上になり、かつ、気象条件等から見て

その状態が続くと予想されるとき 

･工場の燃料削減40％命令 

･自動車運行規制 
０ 
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①環境基準の短期的評価 

市内の1地点（三島市役所）で光化学オキシダントを測定した結果、昼間の1時間値が環境基

準（1時間値が0.06ppm以下であること）を超えた時間数が225時間あったため、環境基準を

達成することができませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年平均値の経年変化 

年平均値は三島市役所で0.031ppmでした。 

経年変化は、ほぼ横ばいの傾向を示しています。 
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微微小小粒粒子子状状物物質質（（ＰＰＭＭ２２..５５）） 

微小粒子状物質はPM2.5とも言われ、浮遊粒子状物質のなかで粒径2.5μm以下の小さな

もののことを言い、ディーゼル車の排気ガス等が主な排出源とされています。微小粒子状物

質は粒径がより小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、健康への影響も大きいと考え

られます。 

ま た 微 小 粒 子 状 物 質 の 1 時 間 値 が 80 ～ 85 μ g/m3 を 超 過 し た 場 合 に は 、 日 平 均 が

70mg/m3を超過する可能性のあるものとして注意喚起情報が発表されます。 

  環環境境基基準準  

  【【短短期期的的評評価価】】 

1 年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3 以下

であること 

  【【長長期期的的評評価価】】  1 年平均値が 15μg/m3 以下であること 

 

発発令令区区分分  発発令令基基準準  発発令令時時のの措措置置  
22002233 年年度度

発発令令回回数数  

注意喚起 

情報発表 

・午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値が

2か所以上の測定局において、85μg/m3を

超えるとき 

・午前５時から１２時までの１時間値の平均値

が、１か所以上の測定局において、80μg/m3

を超えるとき 

学校や市民への屋外

活動自粛呼びかけ 
0 

 

 

①環境基準の長期的評価 

市内の１地点（三島自排局）で微小粒子状物質を測定した結果、1年平均値が8.5μg/m3で

あったため、環境基準の長期的評価（１年平均値が15μg/m3以下）を達成していました。 
 

②1年平均値の経年変化 

経年変化を見ると、若干の減少傾向を示しています。 
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三島自排局での微小粒子状物質(1年平均値)の推移

環境基準 15 μg/m3 
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非非メメタタンン炭炭化化水水素素（（ＮＮＭＭＨＨＣＣ）） 

炭化水素は、石油製品を扱っている事業所や自動車など多種多様な発生源から排出されま

す。特に非メタン炭化水素（メタン以外の炭化水素）は光化学反応性が高く、窒素酸化物と共

に光化学スモッグの原因物質とされています。光化学オキシダントの環境基準に対応して、

1976年８月に中央公害対策審議会から光化学オキシダント生成防止のための非メタン炭化

水素の濃度指針が示されています。 

濃濃度度指指針針 午前６時から９時の３時間平均値が 0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲 

※ppmC＝炭素原子数で換算した ppm 値 

 

 

①環境省濃度指針 

市内の1地点（三島自排局）で非メタン炭化水素を測定した結果、3時間平均値が濃度指針の

0.31ppmCを超えた日数が1日あり、環境省指針値を達成することができませんでした。 

 

②3時間平均値の経年変化 

3時間平均値の年平均値は三島自排局で0.08ppmCでした。 

経年変化を見ると、近年では減少傾向を示しています。 
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指針値 0.31 ppmC 
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２ 水 質 

(1) 概要 

水質汚濁とは、工場、事業場等での生産活動、畜産や農業、家庭生活などの排水が、河川等に排

出され、自然環境や生活環境が汚染された状態をいいます。 

本市及び周辺地域では、1955 年頃から大規模工場が地下水を大量に利用し、同時に大量の工場

排水を河川に流したため、河川の汚濁が一気に進みました。一方、市民生活も利便性の追及によっ

て、あるいは、人口の急増によって、負荷の大きな生活排水が多量に河川に流れるようになり、河

川の汚濁に拍車をかけました。 

しかし、1970 年に水質汚濁防止法が制定され、その後、工場に対する規制や立入検査など数々

の公害防止対策の実施により、水質の改善が見られるようになりました。 

また、1976 年１１月には長伏の終末処理場が供用開始され、本格的に下水道事業がスタートし、

家庭雑排水の河川への流入が減少し、水質浄化に貢献しています。2023 年３月末現在、下水道の

普及率は、85.3％となっています。 

河川調査は、本市の主要河川である大場川を測定の要所として、毎月定期的に行っています。 

1990 年度に大場川が環境基準の類型指定を受け、出逢橋（大場川上流 佐野地区）に環境基準

点が設けられ、出逢橋より上流がＡ類型（ＢＯＤ ２.０mg／L 以下）、下流がＤ類型（ＢＯＤ ８.

０mg／L 以下）に指定されました。その後、工場や事業所、ボランティア団体などの努力により、

さらに水質が改善されたため、出逢橋から下流域について、2003 年度には、Ｄ類型からＢ類型（Ｂ

ＯＤ ３.０mg／L 以下）に改定され、2022 年度には、Ｂ類型からＡ類型に改定されました。本年

度の静岡県の調査結果では、環境基準点の全２地点で環境基準を達成していました。 

このように、水質は少しずつ改善されてきていますが、まだ十分とは言えません。工場などから

の排水の改善はもとより、今後の河川の水質浄化は、市民一人ひとりの日常生活における環境保全

に対する意識が大切です。 

生活排水における負荷割合を発生源別に見ると、台所からの負荷が 40％、し尿が 30％、風呂が

20％、洗濯等が 10％となっており、家庭での排水対策は、水質汚濁における負荷の低減につなが

ると期待されています。 

 

ＢＢＯＯＤＤ  

（（生生物物化化学学的的

酸酸素素要要求求量量）） 

水の中にいるバクテリアは、酸素を使いながら水中の汚れ（有機物）を分解

します。汚れ（有機物）が多いほどたくさんの酸素を使うので、使った酸素の

量を調べれば水の汚れ具合を知ることができます。ＢＯＤはこの原理を利用し

て水の汚れを数値化したもので、一定の条件（時間や温度など）のもとでバク

テリアによって消費された酸素の量を表しています。ＢＯＤは河川の汚れの指

標として最も広く用いられており、値が大きいほど水が汚れていることを示し

ます。一般的に魚が住むことのできる水質は、ＢＯＤ 5mg/L（※）以下とい

われています。 

※L ＝ リットル 
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BBOODD 値値のの目目安安（（水水生生生生物物にによよるる水水質質判判定定））  

ＢＯＤ値 ２.５mg/L 以下 
２.５mg/L より大きく 

５.0mg/L 以下 

5.0mg/L より大きく 

10mg/L 以下 
10mg/L より大きい 

水のきれいさ きれいな水 ややきれいな水 きたない水 とてもきたない水 

水生動物 ナミウズムシ 

カワゲラ類 

サワガニ 

ナガレトビケラ類 

ヒラタカゲロウ類 

ヘビトンボ 

イシマキガイ 

オオシマトビケラ 

カワニナ類 

ゲンジボタル 

コオニヤンマ 

ヒラタドロムシ類 

イソコツブムシ類 

ニホンドロソコエビ 

タニシ類 

シマイシビル 

ミズカマキリ 

ミズムシ 

アメリカザリガニ 

エラミミズ 

サカマキガイ 

ユスリカ類 

チョウバエ類 

 

 

源源兵兵衛衛川川のの水水生生生生物物  

調査日 2020 年 8 月 1 日 2021 年 7 月 31 日 2022 年 7 月 30 日 2023 年 7 月 29 日 

天 気 晴 晴 晴 晴 

水 温 20.5 ℃ 16.9 ℃ 19.0 ℃ 18.3 ℃ 

川 幅 6.0 m 6.0 m 6.0 m 6.0 m 

水質 指 標 生 物     

き
れ
い
な
水 

水
質
階
級
Ⅰ 

1.アミカ類     

2.ナミウズムシ ○ ○ ○  

3.カワゲラ類 ○ ○ ● ○ 

4.サワガニ   ○  

5.ナガレトビケラ類 ○  ○ ○ 

6.ヒラタカゲロウ類  ○ ○  

7.ブユ類   ○  

8.ヘビトンボ     

9.ヤマトビケラ類 ○  ○  

10.ヨコエビ類 ○ ○ ● ● 

や
や
き
れ
い
な
水 

水
質
階
級
Ⅱ 

1.イシマキガイ     

2.オオシマトビケラ     

3.カワニナ類 ● ● ● ● 

4.ゲンジボタル     

5.コオニヤンマ ○ ○ ○  

6.コガタシマトビケラ類     

7.スジエビ     

8.ヒラタドロムシ類     

9.ヤマトシジミ     

き
た
な
い
水 

水
質
階
級
Ⅲ 

1.イソコツブムシ類     

2.タイコウチ     

3.タニシ類     

4.ニホンドロソコエビ     

5.シマイシビル ○ ○ ○  

6.ミズカマキリ   ○  

7.ミズムシ     

と
て
も
き
た
な
い
水 

水
質
階
級
Ⅳ 

1.アメリカザリガニ ● ● ○ ○ 

2.エラミミズ ○    

3.サカマキガイ    ○ 

4.ユスリカ類     

5.チョウバエ類     

その地点の水質階級 ⅠⅠ  ⅠⅠ  ⅠⅠ  ⅠⅠ  

※ ○・●は、調査した川で見つかった生物です。その中で●は、特に多かった生物を示しています。 
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河河川川水水質質結結果果（（BBOODD7755％％値値：：mmgg//LL））  

No. 測定地点 

※1 大場川・出逢橋 

2 大場川・富士見橋 

3 大場川・神川橋 

※4 大場川・月見橋 

5 大場川・新川橋 

※6 大場川・塚本橋 

7 源兵衛川・君ヶ沢橋上 

8 桜川・田中医院前 

9 御殿川・梅名橋 

10 境川・境橋 

11 沢地川・向山橋 

12 山田川・小山橋 

13 夏梅木川・夏梅木橋 

14 松毛川・松毛橋 

15 蟹沢・下流 

16 竹倉柳郷地川・下流 

※は県測定箇所  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
No.5 

1.1 

No.14 

1.8 

No.10 

0.8 
No.9 

1.2 

No.7 

0.5 

No.13 

1.4 

No.12 

1.1 
No.8 

0.6 

※No.4 

2.1 

No.11 

1.2 

No.3 

2.1 

No.2 

1.0 

No.15 

7.4 

※No.1 

1.8 

蟹沢 

No.16 

14.0 

※No.6 

0.9 
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評価 
環境基準 

現状測定値 

水質汚濁に係る環境基準 

指定水域名 名称 該当類型 達成期間 

大場川上流 

（1990.4.1 から） 

出逢橋から上流

の大場川本流 
河川 A 

直ちに達成 

大場川下流 

（2022.4.1 から） 

出逢橋から下流

の大場川本流 

5 年以内に可及

的速やかに達成 

環環境境基基準準点点等等ににおおけけるる水水質質測測定定結結果果  

（（BBOODD  7755％％値値：：mmgg//LL））  

環環境境基基準準点点（（AA 類類型型））  

出出逢逢橋橋  

 

2.0 

1.8 

 

 
 

 
 

 
2.0 

2.1 

 

環環境境補補助助点点（（AA 類類型型））  

月月見見橋橋  

  

環環境境基基準準点点（（AA 類類型型））  

塚塚本本橋橋  

 

2.0 

0.9 

 

 
 

 

7755%%値値ととはは・・・・  
  ・・BBOODD のの環環境境基基準準達達成成・・未未達達成成ににはは、、7755%%値値をを使使用用ししまますす。。   
・・年年間間ののデデーータタををそそのの値値のの小小ささいいももののかからら順順にに並並べべ、、  

00..7755××ｎｎ番番目目（（ｎｎはは年年間間デデーータタ数数））ととななるるデデーータタ。。  
（（00..7755××ｎｎがが整整数数ででなないい場場合合はは、、端端数数をを切切りり上上げげたた整整数数番番目目
のの値値ををととるる））  

  ・・例例ええばば、、年年間間デデーータタ数数がが 1111 のの場場合合はは、、00..7755××1111  ==  88..2255    
切切りり上上げげてて 99 ななののでで、、小小ささいい方方かからら数数ええてて 99 番番目目ののデデーータタ
ととななりりまますす。。  

環環境境基基準準達達成成  

環環境境基基準準未未達達成成  

蟹沢 
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(2) 測定結果 

①大場川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大場川は、箱根西麓を水源として市内を南北に縦断する延長約18kmの一級河川であり、本流

となる上流部から狩野川との合流点まで、環境基準のＡ類型（BOD75％値 2.0mg/L以下）に指

定されています。 

ＢＯＤの75％値は、大場川上流環境基準点の出逢橋で1.8mg/L、環境補助点（A類型）の月見

橋で2.1 mg/L、大場川下流環境基準点の塚本橋で0.9mg/Lという結果であり、月見橋で環境基

準を達成できませんでした。 

また、ＢＯＤの年平均値は、上流（出逢橋）で1.5mg/L、中流（富士見橋、神川橋、月見橋）

で0.9～1.９mg/L、下流（新川橋、塚本橋）で0.9～1.0mg/Lであり、経年変化を見ると、横ば

い傾向にあります。 

 

②湧水等を水源とする河川（源兵衛川、桜川、境川） 

源兵衛川、桜川は、市街地を南下する湧水の河川であり、境川は、清住緑地や蓮沼川から湧水

が流れ込む河川です。桜川や源兵衛川は、冬場の湧水の減少に伴って水量が減少しますが、2023

年度は冬場も湧水が涸れず、1年中水が見られました。各河川の下流1地点において、源兵衛川と

桜川は毎月、境川は隔月で水質を測定した結果、ＢＯＤの年平均値は、源兵衛川で0.6mg/L、桜

川で0.6mg/L、境川で0.7mg/Lであり、経年変化を見ると、横ばい傾向にあります。 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

mg/L

年度

湧水等を水源とする河川のBOD(年平均値)の推移

源兵衛川 桜川 境川

B 類型（3.0 mg/L） 準用 

0.0

1.0

2.0

3.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

mg/L

年度

大場川のBOD(年平均値)の推移

出逢橋 富士見橋 神川橋 月見橋 新川橋 塚本橋
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③大場川の支川（御殿川、沢地川、山田川、夏梅木川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大場川の主な支川は、御殿川、沢地川、山田川、夏梅木川です。 

各河川の下流1地点において、隔月（御殿川は毎月）で水質を測定した結果、ＢＯＤの年平均値

は、御殿川で1.0mg/L、沢地川で0.9mg/L、山田川で0.7mg/L、夏梅木川で0.8mg/L、であり、

経年変化をみると、ほぼ横ばいの状況にあります。 

 

④その他の河川（松毛川、蟹沢、竹倉柳郷地川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松毛川は、本市南部の工業地域を流れる河川です。その下流1地点において隔月で水質を測定

した結果、ＢＯＤの年平均値は1.6mg/Lであり、水質はほぼ横ばいで推移しています。 

蟹沢、竹倉柳郷地川は、畜産排水が流入する河川です。各河川の下流1地点において蟹沢は隔

月、竹倉柳郷地川は毎月、水質を測定した結果、ＢＯＤの年平均値は、蟹沢で4.7mg/L、竹倉柳

郷地川で9.3mg/Lでした。近年のBODについて、蟹沢は横ばい傾向にありますが、竹倉柳郷地川

では大きく増加した年が見られます。BODは排水の水質状況に大きく左右されるので、引き続き、

畜産施設の指導と監視を続けていきます。 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

mg/L

年度

大場川の支川のBOD(年平均値)の推移

御殿川 沢地川 山田川 夏梅木川

B 類型（3.0 mg/L） 準用 

B 類型（3.0 mg/L） 準用 
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その他の河川のBOD(年平均値)の推移

松毛川 蟹沢 竹倉柳郷地川

B 類型（3.0 mg/L） 準用 
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３ 湧水・地下水 

(1) 地下水の現状 

地下水は、水質が良好であること、年間を通じて水温の変化がなく、取水が容易であることなど、

その特徴ゆえに古くから広く地域の人々に利用されてきました。現在では、水道水のみならず、工

業用、農業用、水産養殖用等、地域の生活や産業活動にとって必要不可欠なものとして、極めて多

くの分野で利用されています。近年では、地球温暖化に伴う気候変動、開発行為等の社会経済活動

等様々な要因が水循環に変化を生じさせ、柿田川や楽寿園の小浜池の湧水減少をはじめ、井戸枯れ、

地盤沈下、塩水化といった障害が生じています。 

わが国には地下水に関する制度として、2014年７月１日から、「水循環基本法」が施行となり

ました。この法律は、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、健全な水循環の維持と回

復を目的とするもので、地下水を含む水が国民共有の財産であり、公共性の高いものであると法的

に位置付けられました。 

地下水は、水循環のしくみからみて、降雨及び河川水と相互に滋養し合う関係があり、水利用の

面からみても相補う関係にあります。今後、水循環のしくみを十分に認識した上で地下水の総合的

な管理体制を確立していくことが、当地域の地下水の減少をはじめとする諸問題を解消していくう

えで、大きな課題となっています。 

 

(2) 地下水位の状況 

黄瀬川水系にある、当市の地下水観測所（楽寿園、伊豆島田）で観察した地下水位の変動状況は

次のとおりです。 

①楽寿園井 

楽寿園には、1970年から市がその水位を観測している井戸（以降、市観測井と呼ぶ。）と、

1988年度黄瀬川流域地下水観測施設整備事業により県が自動水位計を設置して1989年4月か

ら県が観測している井戸（以降、県観測井と呼ぶ。）の2つの井戸（以降、2つあわせて楽寿園井

と呼ぶ。）があります。この2つの井戸の地下水位変動状況は以下のとおりです。 

 

＜水位変動状況＞ 

2023年の月別平均水位は、市観測井、県観測井はともに7月が最も高く、3月が最も低い季

節変動を示し、最高値はそれぞれ29.29m、27.19m、最低値は26.83m、24.60mを記録し、

また年平均値は28.03m、25.85mとなりました。 
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楽寿園井水位の月別変動状況
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＜水位の経年変化＞ 

楽寿園井の水位と三島市の降水量についての経年変化は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三島市の降水量が増加（減少）すると、多くの場合、楽寿園井の水位は上昇（低下）します。

ただし、水位は当年の三島市の降水量だけではなく、過去の降水量や黄瀬川上流地域、箱根

西麓、富士山等の降水量にも依存すると考えられます。 

○2023年の年平均水位は、前年に比べ、市観測井は0.08ｍ上昇、県観測井は0.09ｍ上昇しま

した。 

 

＜補足：小浜池の水位の経年変化＞ 

2023年の小浜池水位は、前年に比べ、年平均で８cm上昇しました。 
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＜補足：小浜池の湧水日数＞ 

2023年の小浜池の湧水日（池に少しでも水が見える日）は、昨年より46日減少し、216日

となりました。1996、1997年には湧水が確認できませんでしたが、近年は湧水日数が多い

年が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②三島水源井（伊豆島田） 

＜水位変動状況＞ 

2023年の三島水源井の地下水位は、楽寿園井と同様の季節変動を示し、最高値は7月で 

86.56m、最低値は3月で79.18mであり、また年平均値は82.07mとなりました。 
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＜水位の経年変化＞ 

三島水源井の水位と三島市の降水量についての経年変化は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○楽寿園井と同様に、三島市の降水量が増加（減少）すると、多くの場合、三島水源井の水位

は上昇（低下）します。しかし、その地下水位は当年の三島市の降水量だけではなく、過去

の降水量や黄瀬川上流地域、箱根西麓、富士山等の降水量にも依存すると考えられます。 

○2023年の年平均水位は、前年に比べ、0.41ｍ上昇しました。 

 

(3) 地下水の利用状況 

黄瀬川流域（三島市、沼津市、清水町）における水利用は、井戸を設置し地下水を汲み上げるな

ど、地下水への依存度が高く、その内訳は2023年において、工業用水が全体の約90%を占めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：黄瀬川地域の地下水状況） 
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＜生活用水＞ 

三島市の生活用水は、地下水や湧水に依存しています。2023年度の１日１人当たり水道使

用量（平均配水量）は375Lであり、さらに市民の節水意識を高める施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(4) 地下水障害対策 

地盤沈下や塩水化、水位の異常低下等の地下水障害を未然に防止または除去するため、次のよう

な施策を講じています。 

 

①自主規制の状況 

黄瀬川地域（三島市・沼津市・清水町）では、1974年5月に黄瀬川地域地下水利用対策協議会

を組織し、地下水採取者と２市１町が一体となり、地下水採取の監視、水使用合理化、地下水位

や湧水量の観測など、地下水保全に関する施策を自主的に行っています。 

 

②法律の状況 

地下水に関する法律としては「工業用水法」「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」が

ありますが、静岡県は指定地域となっていないことから、法律による規制はありません。 

このほか県において「静岡県地下水の採取に関する条例」が定められていますが、黄瀬川地域

は対象区域に含まれていません。  

この様な状況の中、水源確保を目的とした大規模な土地買収の動きがあり、国においては、そ

の対応策として健全な水循環の維持と回復を図ることを目的に「水循環基本法」が成立しました。

この法律は水循環施策について、地下水を含む水が「国民共有の貴重な財産」であると基本理念

を定めました。そしてこの基本理念に基づき、2015年7月10日に、最初の水循環基本計画が閣

議決定されました。その後、2020年6月16日に新たな水循環基本計画が閣議決定されています。 

また、静岡県で202２年７月１日から、健全な水循環の保全と県民生活の安定向上を目的に「静

岡県水循環保全条例」が施行されました。この条例は、健全な水循環の保全は将来にわたり持続

的に行われなければならないことを基本理念に定めています。 

 

③地下水の涵養・保全対策 

三島市では、住宅地域での地下水対策として、屋根に降った雨水を効率よく大地に浸透させる

雨水浸透施設（雨水浸透マス）や貯留して水資源として活用する雨水貯留施設の普及を図るため、

本施設の設置者に対し補助金を交付しています。また、節水に向け、水の日・水の週間において、

啓発活動を実施する等、節水型社会への意識形成に努めています。 

 

429
418 415 414

405
397 389

382
390

387 382
392 388

376 375

320

360

400

440

480

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

使用量

/L

年度

1日1人当たり水道使用量（平均配水量）

水道使用量（平均配水量）

−29−



 

- 30 - 

森林の適切な経営管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維

持増進にも支障が生じることとなります。加えて、所有者不明や境界不明確等の課題もあり、森

林の管理に非常に多くの労力が必要になるといった事態も発生しています。 

森林経営管理制度は、適切な経営管理が行われていない森林を、林業経営者に集積・集約化す

るとともに、林業経営に適さない森林については、市が管理を行うことで、林業の成長産業化と

森林の適切な管理の両立を図ることとしています。 

 

④広域的な取り組み 

黄瀬川水系の地下水適正利用を推進するため、静岡県が地下水利用適正化および評価について

の調査を1984年度に実施し、黄瀬川流域における地下水適正化利用の実現のために取水方式の

提案など必要な施策を進めてきました。 

また、水資源確保、地下水かん養に関する施策について検討することを目的に、国土交通省、

県、関係４市３町により「黄瀬川・大場川流域水循環保全対策協議会」が組織されました。 

しかし、上流地域と下流地域における地下水の利用に関する方針の違いから、具体的な施策が

検討されることなく、自然消滅となりました。 

その後、県水利用課が中心となり、県東部2市1町（沼津市、三島市、清水町）で、黄瀬川流域

における地下水保全対策や地下水の適正利用についての啓発活動等を実施しています。 

 

⑤今後の対応 

三島湧水群復活に向けて、水循環の健全化を視野に入れた地下水保全の取り組みとして、都市

地域では雨水の有効利用者への補助等をすることにより、地下水の大切さを市民へと広く呼びか

けていきます。 

さらに、黄瀬川流域にまたがる広域的な取り組みとして、国・県及び流域の各市町と連携して、

将来における水資源の保全と地下水かん養を図るための施策の策定・実施を検討していきます。 

 

(5) 地下水水質測定 

環境省は、28項目の化学物質について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準と

して地下水の水質基準を定めています。これが地下水の水質汚濁に係る環境基準です。 

本市では、地下水を水道水として利用していますが、1988年に、水道水として利用している柿

田川湧水から微量の有機塩素系溶剤が検出されたことを受けて、同年から地下水の水質測定を継続

して実施しており、環境基準の達成状況の把握と地下水汚染の監視に役立てています。 

また、柿田川湧水の水質保全を目的として 1989 年に設立された、県東部５市４町地下水汚染防

止対策協議会（５市４町協議会）のメンバーとして、広域的な地下水の監視を行っています。 

 

①水質測定の状況 

本市の地下水の水質測定は、三島市が年 2 回行っています。三島市では井戸水３地点（佐野、

中、長伏）、湧水 2 地点（一番町、竹倉）、河川水１地点（松毛川）について 16 項目の調査を

行っています。 

 

②測定結果 

市内の井戸水 3 地点、湧水 2 地点で、16 項目について測定した結果、すべての地点ですべて

の項目について環境基準を達成していました。（第６章環境の現状～データ編～を参照） 

 

 

−30−



 

- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地地下下水水水水質質測測定定結結果果  

No. 調査地点名 内容 

1 一番町 湧水 

2 竹倉 湧水 

3 中 井水 

4 佐野 井水 

5 長伏 井水 

※測定項目等詳細は P101 

  
No.4 

 

 
 

 

No.1 

 

 
 

 

No.2 

 

 
 

 

No.3  

 
 

 

すすべべてて測測定定項項目目でで環環境境基基準準達達成成  

一一部部のの測測定定項項目目でで環環境境基基準準未未達達成成  

 
 

 

測 定 場

所評 価  

No.5 
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４ 騒 音 

(1) 概要 

騒音公害は、人によって感じ方が異なり、発生源も極めて局地的であることから、主観的要素が

強い感覚公害であると言われています。 

騒音の発生源は、工場・事業場、建設作業、道路交通、鉄道などに分けられます。これらの騒音

を規制するために、環境基本法、騒音規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等が制定され、

特定施設を設置する工場・事業場に対しては特定施設の届出の義務と規制基準の順守を、特定建設

作業を実施するものに対しては建設作業の届出の義務と基準への適合が定められています。 

騒音には一般居住環境、道路交通、新幹線鉄道などによりそれぞれ環境基準が定められています。 

本市では、一般居住環境として市内全域から 37 地点を選定し、環境騒音の測定を実施していま

すが、すべての測点で環境基準を達成していました。 

一方、道路交通騒音については、自動車騒音常時監視調査対象の 12 路線において、自動車騒音

面的評価として、5 年のローテーションで調査を実施しています。2023 年度は 12 路線のうち、

3 路線について実地調査を実施しました。またその他の路線の内、東駿河湾環状線の開通によって、

自動車騒音に変動が見込まれる 2 路線については、従来の方法により調査を実施しました。 

 

騒騒音音のの評評価価法法 

音は、一瞬ごとに大きさが違います。そのため、一定時間の騒音の大きさは、様々な数値を用

いて表されます。環境基準や騒音規制法では｢等価騒音レベル（LAeq）｣を用いています。これは、

突発的に発生した音の大きさも反映できる特徴があります。 

等等価価騒騒音音レレベベルル  

（（LLAAeeqq）） 

その時間帯に発生した音のエネルギー（音は空気の振動によって発生するエネ 

ルギー）を平均し、騒音レベルに換算した値 

 

騒騒音音値値のの目目安安  

騒騒音音のの大大ききささ  

（（ｄｄＢＢ））  
分分類類  目目安安  

１００ 非常にやかましい 電車通行時のガード下 

９０ 非常にやかましい ピアノ・騒々しい工場内・怒鳴る声 

８０ やかましい 
地下鉄電車内・バス車内・交通量の多い道路 

電話が聞こえないレベル 

７０ やかましい 騒々しい街頭・電話のベル音・騒々しい事務所内 

６０ やかましい 静かな街頭・静かな乗用車内・普通の会話の音声 

５０ 静か 静かな事務所 

４０ 静か 図書館・市内の深夜・昼間の静かな住宅地 

３０ 非常に静か 深夜の郊外・夜の静かな住宅地 

２０ 非常に静か 置き時計の秒針音（前方１ｍ）・木々の葉の触れ合う音 
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(2) 測定結果 

①環境騒音 

主要道路に面していない37地点を市内全域から選定し、１回当たり10分間の騒音測定を午前

または午後で行った結果、すべての地点で環境基準を達成していました。なお、騒音の主な音源

は自動車、野鳥、生活音などでしたが、特に自動車が起因となっている場所が多い状況でした。

（3４ページ参照） 

 

②自動車交通騒音 

(ｱ)自動車騒音面的評価 

自動車騒音常時監視調査対象の 3 路線（5 区間）において、自動車騒音面的評価を実施した

結果、調査対象住宅等戸数 2,487 戸のうち 98.4％が環境基準を達成していました。 

路線名 
評価道路延長 

（ｋm） 
始点 終点 

環境基準達成率 

昼間 夜間 

一般国道 1 号 2.5 塚原新田 谷田 100％ 99.1% 

一般国道 1 号 0.8 谷田 東本町 2 丁目 89.8％ 85.9％ 

三島停車場線 1.8 一番町 玉川 100% 100% 

三島静浦港線 3.8 玉川 御園 100% 100% 

三島静浦港線 0.4 御園 御園 100% 100% 

                        ※昼間：6 時～22 時 夜間：22 時～翌日 6 時 

 

(ｲ)自動車騒音調査 

東駿河湾環状線の開通によって、自動車騒音に変動が見込まれる 2 路線について、従来の方

法で調査を実施した結果、昼間は１路線で環境基準を達成できませんでしたが、夜間は２路線

とも環境基準を達成していました。また、要請限度は２路線とも達成していました。 

路線名 測定地点 
測定結果 

（dB） 

環境基準 

（dB） 

要請限度 

（dB） 
評価 

市道南二日町中島線 中島※1 
昼間 58 65 75  

夜間 50 60 70  

市道祇園原線 加茂 
昼間 63 60 70  

夜間 52 55 65  

                           ※昼間：6 時～22 時 夜間：22 時～翌日 6 時 

   ※1 2022 年度測定地点付近で工事をしていたため、2023 年度は測定地点を変更している。 

※評価について 

：環境基準、要請限度ともに達成    ：要請限度のみ達成 

：環境基準、要請限度とも未達成 

※環境基準と要請限度 

環境基準・・・人の健康や生活を保護するための目標の数値 

要請限度・・・騒音対策を求めることのできる数値 
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NNoo..  
騒騒音音レレベベルル LLAAeeqq  

（（ddBB））  

環環境境基基準準

（（ddBB））  

環環境境基基準準  

達達成成状状況況  

1 39 55 〇 

2 50 55 〇 

3 39 55 〇 

4 44 55 〇 

5 41 55 〇 

6 41 55 〇 

7 41 55 〇 

8 45 55 〇 

9 36 55 〇 

10 41 55 〇 

11 46 60 〇 

12 54 60 〇 

13 42 60 〇 

14 45 60 〇 

15 41 55 〇 

16 42 55 〇 

17 48 60 〇 

18 44 55 〇 

19 46 55 〇 

20 44 55 〇 

21 42 55 〇 

22 40 55 〇 

23 44 55 〇 

24 50 55 〇 

25 38 55 〇 

26 44 55 〇 

27 45 55 〇 

28 43 55 〇 

29 42 60 〇 

30 41 60 〇 

31 53 60 〇 

32 40 55 〇 

33 45 55 〇 

34 55 60 〇 

35 46 55 〇 

36 50 55 〇 

37 46 55 〇 

平均 44 ― ― 

最大 55 ― ― 

最小 36 ― ― 

No.13 

No.2 No.3 

No.6 

No.4 

No.14 

No.7 

No.10 

No.5 

No.9 

No.8 

No.15 

No.16 

No.17 

No.18 
No.19 

No.20 

No.12 

No.23 

No.36 

No.25 

No.26 

No.27 No.28 

No.29 

No.30 

No.31 

No.32 

No.33 

No.34 

No.35 

No.22 No.21 

 

環環境境騒騒音音測測定定結結果果  

（（等等価価騒騒音音レレベベルル LLAAeeqq））  

No.37 

No.11 

No.24※ 

No.1 

※ 2023 年度は、第１種住居区域で測定をした

ため、環境基準は 55dB となる。 
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５ 振 動 

振動公害は、工場や建設作業等に関連して発生する振動が、地盤振動や低周波空気振動によって家

屋に伝搬し、周辺住民の生活環境を損なうことによって、起こるものです。 

振動公害では、壁・タイルの亀裂、瓦のずれ、建付けの狂い等の物的被害が起きることもあります。

しかし、一般的には、電灯の揺れ、戸・障子のガタガタ鳴る音等によって振動に気づき、感覚的苦情と

して問題になることが多くなっています。このため､振動は主観的要素が強い感覚公害のひとつである

と言われています。 

振動の発生源を見ると、工場・事業場、建設作業、道路交通などに分けられます。これらの振動を

規制するために、振動規制法や静岡県生活環境の保全等に関する条例等が制定されており、特定施設

を設置する工場・事業者に対しては特定施設の届出の義務と規制規準の遵守を、特定建設作業を実施

するものに対しては建設作業の届出の義務と基準への適合が定められています。振動は発生源及び被

害状況が騒音と類似しており、騒音と同時に発生することが多いため、その対策方法も騒音と類似し

ています。 

 

６ 悪 臭 

(1) 概要 

悪臭公害は、まさに、感覚公害の代表です。臭いは人によって好き嫌いがあり、また、臭いの多

様性、複合性、発生源の複雑性など、いったん苦情が発生すると対策に苦慮する公害です。 

また、都市化の進展は、郊外にも進出していますので、住居が発生源へ近づいていく場合や、一

般の住宅でも発生源となることがあります。たとえば、ダイオキシン類などへの心配から、野焼き

のばい煙や臭いに対し過敏に反応する市民から寄せられる苦情も大変増えています。 

悪臭防止法では、事業活動に伴って発生する悪臭物質を定め、これまでに 22 物質が濃度規制の

対象となっており、本市においても用途地域に応じた規制基準が適用されていました。しかし、こ

の 22 物質以外にも悪臭と感じるものがあるため、2008 年 4 月から人の嗅覚を指標としている臭

気指数による規制に変更しました。 

 

(2) 臭気指数による規制について（規制基準値の設定） 

規規制制地地域域  臭臭気気指指数数  

住居区域 10 

住居区域を除く市街化区域 13 

市街化区域を除く市全域 15 

 

７ 有害化学物質 

ダダイイオオキキシシンン類類  

(1) 概要 

ダイオキシン類は、有機塩素系化合物の生産、金属の精錬、廃棄物の焼却などに伴って、必ず生

成される化合物であり、毒性が非常に強いといわれています。 

環境省は、大気、水質、底質、土壌中のダイオキシン類について、人の健康を保護する上で維持

されることが望ましい基準として環境基準を定めています。 
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(2) 測定結果 

①大気中のダイオキシン類 

市内２地点（徳倉幼稚園、中郷文化プラザ）で大気中のダイオキシン類をそれぞれ年2回測定し

た結果、平均値は0.0082pg-TEQ/m3（徳倉幼稚園）、0.012pg-TEQ/m3（中郷文化プラザ）

であり、すべての地点で環境基準（0.6 pg-TEQ/m3）を達成していました。 

 

②水質のダイオキシン類 

沢地川堰場大橋上、沢地処分場で河川水及び浸出水を測定した結果、測定値は0.088pg-

TEQ/L（沢地川堰場大橋上）、0.20pg-TEQ/L（沢地処分場浸出水）であり、環境基準（1pg-

TEQ/L）を達成していました。 

  

 

外外因因性性内内分分泌泌撹撹乱乱化化学学物物質質  

(1) 概要 

外因性内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン）は、環境中に存在する化学物質のうち、「内分泌系

に影響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質」と定義され

ています。 

環境省は、環境ホルモンとして疑われている 67 物質中 61 物質について、1998 年度に緊急全

国一斉調査を行い、公共用水域での汚染状況の把握を行いました。また、緊急全国一斉調査で検出

された物質を中心として、その毒性及び汚染状況などの調査も行っており、2005 年、2010 年及

び 2017 年に調査結果をまとめた報告書を作成し、一般に公開しています。 

本市でも、この一斉調査によって高い頻度で検出された物質を参考に、本市で検出される可能性

の高い物質、毒性の強い物質など 4 物質について、大場川・新川橋で測定を行っています。 

 

(2) 測定結果 

大場川で外因性内分泌撹乱化学物質として疑われている４物質を測定した結果、すべての項目に

おいて検出下限値未満であり、重点調査濃度以下でした。 
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ダダイイオオキキシシンン類類測測定定結結果果  

徳徳倉倉幼幼稚稚園園  

沢沢地地地地先先  

中中郷郷文文化化ププララザザ  

大気 0.6 pg-TEQ/m3 

 
0.0082 pg-TEQ/m3 

 

大気 0.6 pg-TEQ/m3 

 
0.012 pg-TEQ/m3 

水質 1.0 pg-TEQ/L 

 
0.088 pg-TEQ/L 

水質 1.0 pg-TEQ/L 

 
0.20 pg-TEQ/L 

 

河河川川水水  

浸浸出出水水  

項目 環境基準 

評価 測定値 

環環境境基基準準達達成成  

環環境境基基準準未未達達成成  

※図中における一般環境中のダイオキシンの測定以
外にも不法投棄箇所のように特に注意が必要と思わ
れる場所での測定調査も随時行っています。 
 本年度は、昨年度に引き続き、沢地地先において不
法投棄現場の貯留水等の調査を実施しています。 
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８ 公害（生活環境）に関する苦情 

(1) 概要 

市民から本市へ寄せられる苦情は、内容が多種多様であって、法規制では対処できないものが多

く、公害苦情と言うよりむしろ、隣近所の苦情相談といった面が強くでています。 

(2) 受付状況 

2023 年度の公害苦情の受理件数は 95 件で、前年度に比べ 37 件減少しました。野焼きに伴う

大気汚染と、騒音の苦情が減少しており、新型コロナウイルス感染症対策による行動制限が緩和さ

れ、在宅時間が減少したことが要因と考えられます。また、近年は「その他」に分類される空家等

の雑草放置に伴う苦情が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

苦苦情情のの主主なな原原因因  

項項目目  主主なな原原因因  

大気汚染 野焼き、粉じん 

水質汚濁 油流出、着色水 

騒音・振動 工場、工事、生活音 

悪臭 野焼き、畜産 

その他 草木の繁茂 

 

(3) 処理状況 

近年は、法律や条例に違反している苦情はほとんど無く、法規制にはかからない苦情や個人の感

覚的・心理的な苦情が増加しています。この場合、発生源に対する指導等が困難なことから、申立

者には寄り添い、発生源に対しては、事情を説明し対策を要請していくことから、解決には時間が

かかります。また、空家になった敷地の草木の繁茂による越境などに対し、近隣住民や自治会から

の相談件数が増えるなど、典型七公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、

悪臭）以外の苦情が多く寄せられており、内容も様変わりしていますが、市民の生活環境の保全の

ため、迅速に対応をしています。 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

件数

/件

年度

苦苦情情件件数数のの推推移移とと内内訳訳
その他 悪 臭 騒音・振動

水質汚濁 大気汚染

大気汚染

14% (14件)

水質汚濁

4%(4件)

騒音・振動

13%(12件)

悪臭

13%(12件)

その他

56%(53件)

苦苦情情のの種種類類とと割割合合（（22002233年年度度 計計9955件件））
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９ アスベスト対策 

アスベストによる健康被害については2005年６月の報道以降、全国規模の大きな社会問題となり

ました。このような状況の中、本市でも緊急に対応する必要があるとの判断により、2005年度、す

べての公共施設のアスベスト調査を実施し、アスベストの吹きつけ等がある施設について、直ちに除

去の工事を行いました。また、市民からの問合せや相談・苦情等の対応にも力を入れました。 

環境企画課にアスベスト相談窓口を開設、公共施設等の質問・問合せには調査結果について説明し、

民間の建築物についての問合せについては、年代別の一般的なアスベスト使用状況や分析機関の紹介

等を行いました。健康被害の不安を持つ方々には病院への受診を勧め、保健所や労働基準監督署など

の相談窓口を紹介しました。また、アスベストについて専門的な知識を持っている方に講師をお願い

し、環境講演会をとおしてアスベストへの理解を図りました。その結果、2005年度の問合せの件数

は７０件を上回りましたが、それ以降、問合せはほとんどありません。 

しかし、まだ、アスベストの心配が無くなった訳ではないため、2006年度から2009年度にかけ

て、一般環境中のアスベストの調査を行いました。走査電子顕微鏡を用いた精密なアスベスト調査を

市街地の４か所で行いましたが、大気中のアスベストは１本も検出されませんでした。 

また2008年1月に国内で使用されていないとされていた3種類のアスベストが東京都の保育園に

おいて検出され大きな問題となりました。本市ではこの調査結果を重視し、2005年度に調査を実施

した公共施設について再度、日本では使用されていないと言われている6種類のアスベスト調査を実

施しましたが、すべての施設においてアスベストは検出されませんでした。 

4年間の調査でアスベストが検出されなかったため、定期的な調査は2009年度で終了としました

が、市民からの問合せや相談に対しては、2010年度以降も対応しています。 

 

アアススベベスストト アスベストは、石綿ともいわれる天然に存在する繊維状の鉱物です（主成分は、

珪酸マグネシウム塩）。主な産出国はカナダ、南アフリカ、ロシアなどです。ア

スベストは軟らかく、耐熱・対磨耗性、対腐食性にすぐれているため、建材など

広範な分野で使われました。しかし、アスベストを吸い込むと肺がんや中皮種な

どの健康被害を引き起こすおそれがあることや、建物の解体時の処置が十分でな

いと、大気中にアスベストが飛散する危険性もあります。 

アスベストについてわが国では、大気汚染防止法や労働安全衛生法などによっ

て規制・管理されてきました。2005 年 7 月には石綿障害予防規則を制定し、建

物解体作業時のアスベスト曝露防止対策の充実を図っています。 
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１０ 福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質への対応 

(1) 三島市内の環境放射線量（空間放射線量）の測定 

三島市では、2011 年 3 月 16 日から定期的（2020 年 3 月までは平日の 1 日 1 回、2020 年

4 月からは平日の週 1 回）に、市役所庁舎敷地内で空間放射線量の測定を実施していました。 

2022 年度までの結果の経年変化が、静岡県が公表している周辺の測定結果と同程度であり自然

界の放射線量の範囲内と考えられるため、測定は 2022 年度で終了としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 三島市内の土壌放射能量の測定 

三島市では、年 1 回、市内の公民館、学校、公園等の土壌放射能量の測定を実施していました。 

2021 年度までの結果の経年変化が、稲の作付けに関する考え方（2011.4.8 原子力対策本部）

の土壌中放射性セシウム量の上限値 5,000Bq/kg に比べ低い値であること、近年の数値に変化が

ないことから、測定は 2021 年度で終了としました。 
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空間放射線量（平均値）の推移
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